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規規 則則

宮 崎 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 十 二 月 三 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 八 十 号

宮 崎 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 規 則 第 三 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 中 「 、 郵 便 局 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 五 号 （ そ の 一 ） 及 び 別 記 様 式 第 五 号 （ そ の 二 ） 中

「 「
を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 五 号 （ そ の 三 ） 中

「

を
「

に 、

」 」

「 」 を 「 」

に 、
「

を
「

に 、

」 」

「 」 を 削 り 、

「 」 を 「 」 に 、

「 「
を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 五 号 （ そ の 三 の 二 ） 中

「

を
」

「

に 、

」

「

を 、

」

「

に 、

」

「 」 を 「 」

に 改 め 、 「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 五 号 （ そ の 四 ） 、 別 記 様 式 第 五 号 （ そ の 五 ） 、 別 記 様

式 第 五 号 （ そ の 六 ） 及 び 別 記 様 式 第 六 号 中 、

「 「
を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 七 号 （ そ の 一 ） 中

「 「
を

」 」

に 、
「

を
「

に 、

」 」

「

を
「

に 改 め 、

」 」

「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 七 号 （ そ の 二 ） 中

「

を
「

に 、

」 」

「 」 を 「 」

に 、
「

を
「

に

」 」

改 め 、 「 」 を 削 り 、 「 」 を

「 」 に 、

「 「
を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 七 号 （ そ の 三 ） 中

「

を
」

「

に 、

」

「 」 を

「 」 に 改 め 、 「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 八 号 （ そ の 一 ） 中

「 「
を に 、

」 」

「

を
「

に 、

」 」

「

を
「

に 改 め 、

」 」

１ 納付場所
宮崎県指定金融機関
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

取りまとめ郵便局

郵便局
郵便番号

取りまとめ店・局
店

郵便局

郵便番号

取りまとめ局→加入者（ 宮 崎 県 保 管 ） 取りまとめ店・局→加入者（ 宮 崎 県 保 管 ）

郵便振替貯金の振替の請求に使用する欄

払出口座番号 払 出 請 求 人 印

福振第 号承認

（ 受 付 局 保 管 １ 年 ） （ 受 付 店・局 保 管 １ 年 ）

１ 納付場所
宮崎県指定金融機関
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の郵便局
県税事務所

１ 納付場所
宮崎県指定金融機関
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

１ 納付場所（詳細は、納付書裏面をごらんください。）
宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、宮崎県収納代理金融機関、
九州（沖縄を除く。）の郵便局、県指定のコンビニエンスストア又は県内の
県税事務所

１ 納付場所（詳細は、納付書裏面をごらんください。）
宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、宮崎県収納代理金融機関、
県指定のコンビニエンスストア又は県内の県税事務所

取りまとめ

郵 便 局

郵便局
郵便番号

取りまとめ

店 ・ 局

店・郵便局

郵便番号

取りまとめ局→加入者（宮崎県・コンビニ本部控） 取りまとめ店・局→加入者（宮崎県・コンビニ本部控）

福振第 号承認

１ 納付場所
宮崎県指定金融機関
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の郵便局
県税事務所

１ 納付場所
宮崎県指定金融機関
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

納付場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の各郵便局
県税事務所

取りまとめ

郵 便 局

郵便局

（郵便番号 ）
取りまとめ

店 ・ 局

店・郵便局

郵便番号

受付保存局（３年） 鹿業第 2140号承認

取りまとめ店・局
店

郵便局

郵便番号

取りまとめ局→加入者（ 宮 崎 県 保 管 ） 取りまとめ店・局→加入者（ 宮 崎 県 保 管 ）

番

福振第 号承認 （ 受 付 局 保 管 １ 年 ）

（ 受 付 店・局 保 管 １ 年 ）

取りまとめ

郵 便 局

郵便局

郵便番号

取りまとめ

店 ・ 局

店・郵便局

郵便番号

取りまとめ局→加入者（宮崎県・コンビニ本部控）

取りまとめ店・局→加入者（宮崎県・コンビニ本部控） 福振第 号承認

取りまとめ

郵 便 局

郵便局 取りまとめ

店 ・ 局

店・郵便局

郵便番号

１ 納付場所
宮崎県指定金融機関
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の郵便局
県税事務所

（郵便番号 ）

納付

場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

郵便振替貯金の振替の請求に使用する欄

払出口座番号 払出請求人印

番

取りまとめ郵便局

郵便局
郵便番号

郵便振替貯金の振替の請求に使用する欄

払 出 口 座 番 号 払 出 請 求 人 印

納

付

の

場

所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の郵便局
県税事務所

納付

場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

番

郵便振替貯金の振替の請求に使用する欄

払出口座番号 払出請求人印

番

納付場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の各郵便局
県税事務所

納付

場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所
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「 」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 八 号 （ そ の 二 ） 中

「

を
「

に 、

」 」

「 」 を

「 」 に 、

「

を
「

に 改 め 、

」 」

「 」 を 削 り 、

「 」 を 「 」 に 、

「 「
を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 四 十 号 中

「 「
を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 四 十 三 号 中

「 「
を に 改 め る 。

」 」

別 記 様 式 第 四 十 四 号 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 四 十 四 号 の 二 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 四 十 五 号 及 び 別 記 様 式 第 四 十 六 号 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 五 十 一 号 （ そ の 一 ） 及 び 別 記 様 式 第 五 十 一 号 （ そ の 二 ）

中
「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 百 三 十 七 号 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 百 四 十 五 号 中

「

を
」

「

に 、

」

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 百 五 十 一 号 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 百 五 十 二 号 の 二 及 び 別 記 様 式 第 百 五 十 二 号 の 四 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 百 六 十 一 号 の 七 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 百 六 十 五 号 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 百 七 十 一 号 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 二 百 二 号 の 四 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 二 百 二 号 の 五 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 二 百 五 号 中

「

取りまとめ郵便局

郵便局
郵便番号

取りまとめ店・局
店

郵便局

郵便番号

取りまとめ局→加入者（ 宮 崎 県 保 管 ）

取りまとめ店・局→加入者（ 宮 崎 県 保 管 ）

福振第 号承認

（ 受 付 局 保 管 １ 年 ） （ 受 付 店・局 保 管 １ 年 ）

納入場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄を除く。）の
各郵便局
県税事務所

納入場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

納付（納入）場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄を除く。）の各郵便局
県税事務所

納付（納入）場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

納 付 場 所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の各郵便局
県税事務所

納 付 場 所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

納付（納入）場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄を除く。）の各郵便局
県税事務所

納付（納入）場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

納付（納入）場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く｡）の各郵便局
県税事務所

納付（納入）場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

特定信託の名称 特定信託の契約期間

法人課税信託の名称 法人課税信託の契約期間

１ 不足税額等については、別添の納付書によつて指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、

宮崎県収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）の各郵便局又は県内の県税事務所で納付してください（差引税額に

ついては、法の規定により計算した金額に相当する延滞金が加算されます。）。

１ 不足税額等については、別添の納付書によつて指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、

宮崎県収納代理金融機関又は県内の県税事務所で納付してください（差引税額については、法の規定により計算した

金額に相当する延滞金が加算されます。）。

２ 納付の場所等について
不足税額等については、指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、宮崎
県収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）の各郵便局又は県内の県税事務所で納付してください。

２ 納付の場所等について
不足税額等については、指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、宮崎
県収納代理金融機関又は県内の県税事務所で納付してください。

２ 納付の場所等について
不足税額等については、指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融
機関、宮崎県収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）の各郵便局又は県内の県税事務
所で納付してください。

２ 納付の場所等について
不足税額等については、指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融

機関、宮崎県収納代理金融機関又は県内の県税事務所で納付してください。

不足税額等については、同封の納付書によつて指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理
金融機関、宮崎県収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）の各郵便局又は県内の県税事務所で納付して
ください。

不足税額等については、同封の納付書によつて指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理
金融機関、宮崎県収納代理金融機関又は県内の県税事務所で納付してください。

５ 毎月のゴルフ場利用税を翌月15日までにゴルフ場利用税納入申告書に
よつて申告し、納入金は納入書によつて宮崎県指定金融機関、宮崎県指
定代理金融機関、宮崎県収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）郵
便局又は当県税事務所に納入しなければなりません。

５ 毎月のゴルフ場利用税を翌月15日までにゴルフ場利用税納入申告書に
よつて申告し、納入金は納入書によつて宮崎県指定金融機関、宮崎県指
定代理金融機関、宮崎県収納代理金融機関又は当県税事務所に納入しな
ければなりません。

不足税額等については、同封の納付書によつて指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理
金融機関、宮崎県収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）の各郵便局又は県内の県税事務所で納付して
ください。

不足税額等については、同封の納付書によつて指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理
金融機関、宮崎県収納代理金融機関又は県内の県税事務所で納付してください。

納

付

場

所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の各郵便局
宮崎県宮崎県税事務所

納付

場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
宮崎県宮崎県税事務所

取 り ま と め

郵 便 局

郵便局

（郵便番号 ）

受付保存局 （３年）鹿業第 2140号承認

納 入（納入）場 所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄を除く。）の各郵
便局
県税事務所

納 入（納入）場 所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

納

付

の

場

所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
九州（沖縄県を除く。）の郵便局
県税事務所

納付

場所

宮崎県指定金融期間
宮崎県指定代理金融機関
宮崎県収納代理金融機関
県税事務所

郵便振替貯金の振替の請求に使用する欄

払出口座番号 払出請求人 印

番

取 り ま と め

店 ・ 局

店・郵便局

（郵便番号 ）

過少申告
上記の事由により不 申 告加算金の決定をしましたので、地方税法第 699条

重
の 第４項の規定によつて通知します。

過少申告
なお、この不 申 告加算金額は、別紙納付書によつて納付期限までに宮崎県

重
指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、宮崎県収納代理金融機関又は宮崎県
税事務所に納付してください。

年 月 日
宮崎県宮崎県税事務所長

21
22

印

過少申告
上記の事由により不 申 告加算金の決定をしましたので、地方税法第 699条

重
の 第４項の規定によつて通知します。

過少申告
なお、この不 申 告加算金額は、別紙納付書によつて納付期限までに宮崎県

重
指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、宮崎県収納代理金融機関、九州（沖
縄県を除く。）の各郵便局又は宮崎県税事務所に納付してください。

年 月 日
宮崎県宮崎県税事務所長

21
22

印
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を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 二 百 二 十 三 号 中

「

を
」

「

」
に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 用 紙 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 宮 崎 県

税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所

要 の 事 項 を 適 宜 補 正 し て 使 用 す る こ と が で き る 。

宮 崎 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

平 成 十 九 年 十 二 月 三 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 八 十 一 号

宮 崎 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 七 年 宮 崎 県 規 則 第 六 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 九 号 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 二 十 五 号 中

「

を
」

「

に
」

改 め る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 用 紙 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 宮 崎 県

産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当

分 の 間 、 所 要 の 事 項 を 適 宜 補 正 し て 使 用 す る こ と が で き る 。

不足税額等については、同封の納付書によつて指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理
金融機関、宮崎県収納代理金融機関又は県内の県税事務所で納付してください。

２ 納期限までに、徴収すべき産業廃棄物税に係る課税標準量たる重量及び税額等を記
入した納入申告書によって申告し、納入金は納入書によって宮崎県指定金融機関、宮
崎県指定代理金融機関、宮崎県収納代理金融機関、宮崎県内郵便局又は県税事務所に
納入しなければなりません。

２ 納期限までに、徴収すべき産業廃棄物税に係る課税標準量たる重量及び税額等を記
入した納入申告書によって申告し、納入金は納入書によって宮崎県指定金融機関、宮
崎県指定代理金融機関、宮崎県収納代理金融機関又は県税事務所に納入しなければな
りません。

不足税額等については、同封の納付（納入）書によって指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理

金融機関、宮崎県収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）の郵便局又は県税事務所で納付してください。

不足税額等については、同封の納付（納入）書によって指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理

金融機関、宮崎県収納代理金融機関又は県税事務所で納付してください。

不足税額等については、同封の納付書によつて指定納期限までに、宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理
金融機関、宮崎県収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）の各郵便局又は県内の県税事務所で納付して
ください。

２ 毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油
引取税に係る課税標準量及び税額等を納入申告書によつて申告し、納入金
は納入書によつて宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、宮崎県
収納代理金融機関、九州（沖縄県を除く。）の各郵便局又は県税事務所に
納入しなければなりません。

２ 毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油
引取税に係る課税標準量及び税額等を納入申告書によつて申告し、納入金
は納入書によつて宮崎県指定金融機関、宮崎県指定代理金融機関、宮崎県
収納代理金融機関又は県税事務所に納入しなければなりません。
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